
政
令
第
九
号

労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
六
千
八
百
円
」
を
「
八
千
八
百
円
」
に
、
「
二
万
千
八
百
円
」
を
「
二
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
条
第

二
号
中
「
六
千
八
百
円
」
を
「
八
千
八
百
円
」
に
、
「
一
万
八
千
九
百
円
」
を
「
二
万
四
千
円
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

「
六
千
八
百
円
」
を
「
八
千
八
百
円
」
に
、
「
一
万
千
百
円
」
を
「
一
万
四
千
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
六
千
八
百

円
」
を
「
八
千
八
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）



２

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
前
に
受
験
の
申
請
の
受
付
が
開
始
さ
れ
た
労
働
安
全
衛
生
法
の
規
定
に
よ
る
免
許
試
験
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
が
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


